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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　窒素酸化物と金属水銀とを含む排ガスを処理する排ガス処理方法であって、脱硝触媒を
用いて窒素酸化物を処理したのち、ハロゲン化合物の存在下で水銀ハロゲン化触媒を用い
て金属水銀をハロゲン化水銀に変換するに当り、前記水銀ハロゲン化触媒としてＴｉ－Ｓ
ｉ－Ｍｏなる三元系複合酸化物と活性種としてのバナジウムを含有するものを用いるとと
もに、前記脱硝触媒の触媒温度は３００℃よりも高い温度、前記水銀ハロゲン化触媒の触
媒温度は３００℃以下とすることを特徴とする、排ガス処理方法。
【請求項２】
　前記ハロゲン化水銀は吸収液で捕捉することによって排ガスから除去する、請求項１に
記載の排ガス処理方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、窒素酸化物とともに水銀をも含む排ガスを効率よく処理することができる、
排ガス処理方法に関する。
【背景技術】
【０００２】
　従来、排ガス中の窒素酸化物（ＮＯｘ）を処理する方法として、アンモニアまたは尿素
などの還元剤を用いて排ガス中の窒素酸化物を脱硝触媒上で接触還元し、無害な窒素と水
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とに分解する選択的触媒還元法（いわゆるＳＣＲ法）が知られており、これを採用した排
ガス処理システムが実用化されている。
　しかし、排ガス中には、窒素酸化物（ＮＯｘ）とともに、有害物質である水銀が、金属
水銀（Ｈｇ０）もしくは塩化水銀（ＨｇＣｌ２）のようなハロゲン化水銀として含まれて
いることがある。このように窒素酸化物とともに水銀（金属水銀やハロゲン化水銀）をも
含む排ガスを前述したＳＣＲ法で処理すると、経時的に脱硝触媒に水銀が蓄積してしまい
、蓄積した水銀が触媒毒として作用して脱硝触媒の劣化を促進することとなり、高い排ガ
ス処理効果を長期にわたり持続することができない、といった問題を生じる。
【０００３】
　また、水銀は、ハロゲン化水銀として存在する場合には、水に容易に吸収されるために
捕捉・除去することは比較的容易であるが、金属水銀として存在する場合には、水にほと
んど吸収されないため除去が困難である。このため、窒素酸化物とともに水銀をも含む排
ガスを従来の前記ＳＣＲ法による排ガス処理システムで処理した場合、金属水銀が蒸気と
して大気中に排出される恐れもあった。
　これまで、排ガス中から水銀（金属水銀を含む）を除去する技術としては、例えば、活
性炭吸着法や次亜塩素酸ソーダ吸収法が知られている（例えば、特許文献１、２など参照
）。詳しくは、活性炭吸着法としては、例えば、排ガス中に活性炭粉末を吹き込んでバグ
フィルターで回収する方法が実用化されており、一方、次亜塩素酸ソーダ吸収法としては
、例えば、排ガス処理システムにおける冷却塔の冷却水、脱硫吸収塔の吸収液、湿式電気
集じん機の供給水や循環水等に、次亜塩素酸ソーダを直接添加する方法が実用化されてい
る。
【０００４】
　しかしながら、前記活性炭吸着法は、水銀を吸着させた活性炭を再生して繰り返し使用
することができないので、活性炭に多大なコストがかかるものであり、しかも使用済み活
性炭の処分も問題となる。一方、前記次亜塩素酸ソーダ吸収法は、排ガス処理システムの
主要機器に次亜塩素酸ソーダを加えるものであるので、装置内の腐食が懸念されると同時
に、次亜塩素酸ソーダに多大なコストがかかるものであり、しかも該次亜塩素酸ソーダに
よる２次公害の恐れがあり、生じた排水の処分も問題となる。そのため、活性炭吸着法お
よび次亜塩素酸ソーダ吸収法はいずれも、ゴミ焼却排ガス等の少量の排ガス処理において
のみ実用化されているものであり、発電所排ガス等の大容量ガスの処理には適用し難いも
のであった。
【０００５】
　したがって、水銀（金属水銀を含む）除去のために活性炭や次亜塩素酸ソーダを用いる
ことなく大容量の排ガス処理にも適用することができ、窒素酸化物とともに金属水銀をも
効率よく処理することができる新たな方法が求められている。
【特許文献１】特開平５－３１３２３号公報
【特許文献２】特公昭４７－４６２７０号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００６】
　そこで、本発明が解決しようとする課題は、窒素酸化物と金属水銀とを含む排ガスを長
期にわたり効率よく処理することができ、大容量の排ガス処理にも適用可能な新たな排ガ
ス処理方法を提供することにある。
【課題を解決するための手段】
【０００７】
　本発明者は上記課題を解決するべく、鋭意検討を行った結果、下記（１）式
　　Ｈｇ０＋２ＨＣｌ＋１／２Ｏ２⇔ＨｇＣｌ２＋Ｈ２Ｏ　　　（１）
に示す平衡反応において、ＨＣｌ存在下、触媒を用いることにより平衡が右へ移動するこ
とに着目し、まず、脱硝触媒を用いて窒素酸化物を処理したのち、ハロゲン化合物の存在
下で水銀ハロゲン化触媒を用いて前記（１）式の平衡反応を右へ移動させて金属水銀を捕
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捉・除去が容易なハロゲン化水銀に変換すれば、窒素酸化物と水銀とをともに処理できる
ことを見出した。さらに、窒素酸化物とともに金属水銀をも含む排ガスに対してまず窒素
酸化物の処理を行なう場合に懸念される水銀の蓄積による脱硝触媒の性能低下を回避する
には、特定の全細孔容積をもつ脱硝触媒を用いればよいこと、窒素酸化物の処理と金属水
銀のハロゲン化とを効率よく行なうためには、各触媒の触媒温度を特定範囲に設定すれば
よいこと、を見出した。そして、これらの知見に基づき本発明を完成した。
【０００８】
　すなわち、本発明にかかる排ガス処理方法は、窒素酸化物と金属水銀とを含む排ガスを
処理する排ガス処理方法であって、脱硝触媒を用いて窒素酸化物を処理したのち、ハロゲ
ン化合物の存在下で水銀ハロゲン化触媒を用いて金属水銀をハロゲン化水銀に変換するに
当り、前記水銀ハロゲン化触媒としてＴｉ－Ｓｉ－Ｍｏなる三元系複合酸化物と活性種と
してのバナジウムを含有するものを用いるとともに、前記脱硝触媒の触媒温度は３００℃
よりも高い温度、前記水銀ハロゲン化触媒の触媒温度は３００℃以下とすることを特徴と
する。
【発明の効果】
【０００９】
　本発明の新たな排ガス処理方法によれば、窒素酸化物と金属水銀とを含む排ガスを長期
にわたり効率よく処理することができる。しかも、本発明の排ガス処理方法は、水銀除去
のために活性炭や次亜塩素酸ソーダを用いる必要がないので、大容量の排ガス処理にも適
用することができる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１０】
　以下、本発明にかかる排ガス処理方法について詳しく説明するが、本発明の範囲はこれ
らの説明に拘束されることはなく、以下の例示以外についても、本発明の趣旨を損なわな
い範囲で適宜変更実施し得る。
　本発明の排ガス処理方法は、窒素酸化物と金属水銀とを含有する排ガスに対して、まず
、脱硝触媒を用いて窒素酸化物の処理（以下「脱硝処理」と称することもある。）を施し
、その後、ハロゲン化合物の存在下で水銀ハロゲン化触媒を用いて金属水銀をハロゲン化
水銀に変換する処理（以下「水銀ハロゲン化処理」と称することもある。）を施すもので
ある。以下、各処理について、詳しく説明する。
【００１１】
　脱硝処理においては、脱硝触媒を用いて排ガス中の窒素酸化物を処理する。具体的には
、前記脱硝処理は、脱硝触媒をアンモニアや尿素などの還元剤の存在下、排ガスと接触さ
せ、排ガス中の窒素酸化物を還元して無害化すればよい。なお、前記脱硝処理は、脱硝の
ため通常の排ガスシステムに設けられている脱硝装置で行なえばよい。
　前記脱硝触媒としては、特に制限はなく、従来公知の脱硝触媒を用いることができるが
、水銀に対する耐性が高いという点では、バナジウム（Ｖ）および／またはチタン（Ｔｉ
）を含有する触媒が好ましい。以下、バナジウム（Ｖ）および／またはチタン（Ｔｉ）を
含有する触媒の特に好ましい態様について詳しく説明する。
【００１２】
　前記脱硝触媒は、バナジウム（Ｖ）および／またはチタン（Ｔｉ）のほかに、ケイ素（
Ｓｉ）、ジルコニウム（Ｚｒ）、アルミニウム（Ａｌ）、タングステン（Ｗ）およびモリ
ブデン（Ｍｏ）からなる群より選ばれる１種以上の遷移金属をも含有することが好ましい
。これら遷移金属は、独立した金属酸化物として含有されていてもよいが、チタンとの複
合酸化物を形成して含有されていることがより好ましい。すなわち、前記脱硝触媒は、ケ
イ素、ジルコニウム、アルミニウム、タングステンおよびモリブデンからなる群より選ば
れる１種または２種とチタンとの二元系または三元系複合酸化物を含有するものであるこ
とがより好ましいのである。具体的には、例えば、Ti－Si、Ti－Zr、Ti－Al、Ti－W、Ti
－Mo等の二元系複合酸化物；Ti－Si－Mo、Ti－Si－W、Ti－Si－Zr、Ti－Si－Aｌ、Ti－Zr
－Al、Ti－Zr－Mo、Ti－Zr－W、Ti－Al－Mo、Ti－W－Mo等の三元系複合酸化物；等が、安
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定な構造を維持でき水銀に対する高い耐性を発揮しうる点で好ましい。これらの中でも、
Ti－Siの二元系複合酸化物や、Ti－Si－Mo、Ti－Si－W、Ti－Si－Zr、Ti－Si－Alのよう
な三元系複合酸化物など、ケイ素（Ｓｉ）を必須とする遷移金属とチタン（Ｔｉ）との二
元系または三元系複合酸化物が、脱硝活性がより高いことから、より好ましい。なお、こ
こで、複合酸化物とは、Ｘ線回折パターンにおいてＴｉＯ２以外の物質に帰属される明ら
かな固有のピークを示さず、ＴｉＯ２についてはアナターゼ型酸化チタンに帰属される固
有のピークを示さないか、もしくは示してもアナターゼ型酸化チタンの回折ピークよりも
ブロードな回折ピークを示すものを言う。
【００１３】
　前記脱硝触媒がチタン系複合酸化物を含有するものである場合、該チタン系複合酸化物
における各元素の組成は、特に制限されるものではないが、例えば、チタン系複合酸化物
に占めるチタン（Ｔｉ）以外の元素（Ｓｉ、Ｚｒ、Ａｌ、Ｗ、Ｍｏなど）の含有量が、各
元素の酸化物換算重量比で、それぞれ、０．５～３０重量％であることが好ましく、１～
３０重量％であることがより好ましく、１～２５重量％であることがさらに好ましい。
　前記脱硝触媒がチタン系複合酸化物を含有するものである場合、該チタン系複合酸化物
の調製方法としては、特に制限はなく、例えば、沈殿法（共沈法）、沈着法、混練法など
の従来公知の方法を採用することができる。例えば、Ｔｉ－Ｓｉであれば、コロイド状シ
リカなどのケイ素化合物をアンモニア水溶液に分散させて水溶液（Ａ）を得、この水溶液
（Ａ）に攪拌下でチタン化合物の水溶液を徐々に滴下し、得られたスラリーを濾過、洗浄
し、さらに乾燥した後、３００～６００℃の高温で焼成することにより、得ることができ
る。また、例えば、Ｔｉ－Ｓｉ－Ｍｏ、Ｔｉ－Ｓｉ－Ｚｒ、Ｔｉ－Ｓｉ－Ａｌ、Ｔｉ－Ｓ
ｉ－Ｗであれば、前記水溶液（Ａ）に、さらにＭｏ、Ｚｒ、Ａｌ、Ｗなどの塩の水溶液を
加え、得られた水溶液に攪拌下でチタン化合物の水溶液を徐々に滴下し、得られたスラリ
ーを濾過、洗浄し、さらに乾燥した後、３００～６００℃の高温で焼成することにより、
得ることができる。
【００１４】
　前記脱硝触媒がチタン系複合酸化物を含有するものである場合、前記チタン系複合酸化
物を調製する際に用いる各元素の供給源は、特に制限されない。例えば、チタン（Ｔｉ）
源としては、無機および有機のいずれの化合物も使用可能であり、例えば、四塩化チタン
、硫酸チタンなどの無機チタン化合物または蓚酸チタン、テトライソプロピルチタネート
などの有機チタン化合物を用いることができる。ケイ素（Ｓｉ）源としては、コロイド状
シリカ、水ガラス、微粒子ケイ素、四塩化ケイ素、シリカゲルなどの無機ケイ素化合物お
よびテトラエチルシリケートなどの有機ケイ素化合物から適宜選択して使用することがで
きる。ジルコニウム（Ｚｒ）源としては、例えば、塩化ジルコニウム、硫酸ジルコニウム
などの無機系ジルコニウム化合物や、シュウ酸ジウコニウムなどの有機系ジルコニウム化
合物から適宜選択して使用することができる。アルミニウム（Ａｌ）源としては、例えば
、硝酸アルミニウム、硫酸アルミニウムなどの無機系アルミニウム化合物や、酢酸アルミ
ニウムなどの有機系アルミニウム化合物から適宜選択して使用することができる。タング
ステン(Ｗ)源としては、例えば、酸化タングステン、パラタングステン酸アンモニウム、
メタタングステン酸アンモニウム、タングステン酸などから適宜選択して使用することが
できる。モリブデン（Ｍｏ）源としては、無機および有機のいずれの化合物でもよく、例
えば、モリブデンを含む酸化物、水酸化物、アンモニウム塩、ハロゲン化物などから適宜
用いることができ、具体的には、パラモリブデン酸アンモニウム、モリブデン酸等が挙げ
られる。
【００１５】
　さらに、前記脱硝触媒は、前記チタン系複合酸化物に、活性種としてバナジウム（Ｖ）
を添加した触媒であることが好ましい。また、特に、前記チタン系複合酸化物が前記Ｔｉ
－Ｓｉ二元系複合酸化物である場合、活性種としてバナジウム（Ｖ）とともに、タングス
テン（Ｗ）、モリブデン（Ｍｏ）のうちの少なくとも１種（以下「Ｗ・Ｍｏ」と略す）を
添加した触媒であることが、脱硝活性がより高い点で好ましい。
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　前記脱硝触媒が前記チタン系複合酸化物に前記活性種（Ｖ、Ｗ、Ｍｏ）を添加したもの
である場合（前記チタン系複合酸化物にＶを添加したものである場合、もしくは前記Ｔｉ
－Ｓｉ二元系複合酸化物にＶとＷ・Ｍｏとを添加したものである場合）、これらＶもしく
はＶとＷ・Ｍｏの含有量は、特に限定されないが、例えば、脱硝触媒の全重量に対し、各
元素（Ｖ、Ｗ、Ｍｏ）の酸化物換算重量比で０．１～２５重量％であることが好ましく、
１～２０重量％であることがより好ましい。
【００１６】
　前記脱硝触媒が前記チタン系複合酸化物に前記活性種（Ｖ、Ｗ、Ｍｏ）を添加したもの
である場合、前記チタン系複合酸化物にＶもしくはＶとＷ・Ｍｏを添加する方法としては
、特に限定されず、例えば、前記チタン系複合酸化物の粉末に、添加しようとする活性種
源（バナジウム源、タングステン源、モリブデン源のうちの１種以上）を含む水溶液を、
一般にこの種の成形を行う際に用いられる有機または無機の成形助剤とともに加え、混合
、混錬しつつ加熱して水分を蒸発させ、押出し可能なペースト状とし、これを押出し成形
機でハニカム状等に成形した後、乾燥し空気中にて高温（好ましくは２００～６００℃）
で焼成する方法等が挙げられる。また、別の方法として、前記チタン系複合酸化物の粉末
を予め球状、円柱状のペレット、格子状のハニカムなどの形に成形し、焼成した後、添加
しようとする活性種源（バナジウム源、タングステン源、モリブデン源のうちの１種以上
）を含む水溶液を含浸させる方法も採用することができる。また、前記チタン系複合酸化
物の粉末を、添加しようとする活性種の酸化物（バナジウム酸化物、タングステン酸化物
、モリブデン酸化物のうちの１種以上）の粉体と直接混練する方法で調製することもでき
る。
【００１７】
　前記脱硝触媒が前記チタン系複合酸化物に前記活性種（Ｖ、Ｗ、Ｍｏ）を添加したもの
である場合、前記Ｖ、Ｗ、Ｍｏの各供給源は、特に制限されない。例えば、バナジウム源
（Ｖ）としては、バナジウム酸化物のほか、焼成によってバナジウム酸化物を生成するも
のであれば、無機および有機のいずれの化合物も用いることができ、具体的には、バナジ
ウムを含む水酸化物、アンモニウム塩、蓚酸塩、ハロゲン化物、硫酸塩などを用いること
ができる。タングステン(Ｗ)源としては、例えば、酸化タングステン、パラタングステン
酸アンモニウム、メタタングステン酸アンモニウム、タングステン酸などから適宜選択し
て用いることができる。モリブデン源（Ｍｏ）としては、焼成によりモリブデン酸化物を
生成するものであれば、無機および有機のいずれの化合物でもよく、例えば、モリブデン
を含む酸化物、水酸化物、アンモニウム塩、ハロゲン化物などから適宜用いることができ
、具体的には、パラモリブデン酸アンモニウム、モリブデン酸等が挙げられる。
【００１８】
　前記脱硝触媒の形状は、特に限定されるものではなく、ハニカム状、板状、網状、円柱
状、円筒状など所望の形状に成形して使用することができる。
　前記脱硝触媒は、水銀圧入法により測定される全細孔容積が０．２０～０．８０ｃｍ３

／ｇであることが重要である。前記脱硝触媒の全細孔容積が前記範囲であることにより、
水銀（金属水銀やハロゲン化水銀）をも含む排ガスを脱硝処理に供しても、脱硝触媒に触
媒毒となる水銀が蓄積することを抑制することができ、長期にわたって良好な脱硝性能を
維持することができるのである。前記脱硝触媒の水銀圧入法により測定される全細孔容積
は、好ましくは０．２５～０．７５ｃｍ３／ｇ、より好ましくは０．３０～０．６０ｃｍ
３／ｇであるのがよい。
【００１９】
　前記脱硝触媒のＢＥＴ比表面積は、特に制限されないが、２０～３００ｍ２／ｇである
ことが好ましく、より好ましくは３０～２５０ｍ２／ｇである。
　前記脱硝処理における処理温度、すなわち前記脱硝触媒の触媒温度は、３００℃よりも
高い温度、すなわち３００℃を超える温度とすることが重要である。これにより、高い脱
硝効率を得ることができるのである。前記脱硝触媒の触媒温度は、好ましくは３１０～５
５０℃、より好ましくは３１０～５００℃、さらに好ましくは３３０～５００℃とするの
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がよい。
　前記脱硝処理における排ガスの空間速度は、特に制限されないが、１００～１００００
０Ｈｒ－１が好ましく、より好ましくは２００～５００００Ｈｒ－１である。
【００２０】
　前記水銀ハロゲン化処理は、詳しくは、排ガス中の金属水銀をハロゲン化合物の存在下
でハロゲン化水銀に変化させる反応（以下「水銀ハロゲン化反応」と称することもある。
）を行なう処理である。前記ハロゲン化合物としては、ＨＣｌ、ＨＢｒ等が挙げられ、前
記水銀ハロゲン化反応において、金属水銀は、ハロゲン化合物がＨＣｌである場合には塩
化水銀に、ハロゲン化合物がＨＢｒである場合は臭化水銀に、変換されることになる。例
えば、塩化水銀への変換反応は、具体的には、前記（１）式に示される平衡反応を右へ移
動させるものである。なお、水銀ハロゲン化処理は、水銀ハロゲン化触媒を備えた水銀ハ
ロゲン化装置に排ガスを通すことによって行なう。
【００２１】
　前記水銀ハロゲン化反応において、前記ハロゲン化合物の量は、化学量論量以上、すな
わち排ガス中の金属水銀１モルに対して２モル以上とすることが好ましい。なお、通常、
排ガス中にはガス状ハロゲン化合物が存在していることが多く、処理に供する排ガスが前
記範囲の量のガス状ハロゲン化合物を含む場合には、水銀ハロゲン化処理は、水銀ハロゲ
ン化触媒を備えた水銀ハロゲン化装置に排ガスを通すことによって行なうことができる。
一方、処理に供する排ガスがガス状ハロゲン化合物を含まない場合もしくは含む場合であ
ってもその量が前記範囲に満たない場合には、水銀ハロゲン化処理は、水銀ハロゲン化触
媒を備えた水銀ハロゲン化装置にハロゲン化合物をガス状もしくは液状で供給した状態で
排ガスを通すことによって行なうようにすればよい。
【００２２】
　前記水銀ハロゲン化触媒としては、ＴｉＯ２、ＳｉＯ２、ＺｒＯ２、Ａｌ２Ｏ３、ＷＯ

３、ＭｏＯ３、チタン系複合酸化物、ゼオライトからなる群より選ばれる１種以上（以下
「金属酸化物類Ａ」と称する）に、Ｐｔ、Ｒｕ、Ｒｈ、Ｐｄ、Ｉｒ、Ｖ、Ｗ、Ｍｏ、Ｎｉ
、Ｃｏ、Ｆｅ、Ｃｒ、Ｃｕ、Ｍｎのうちの少なくとも１種からなる活性種を添加した触媒
が好ましく挙げられる。
　前記水銀ハロゲン化触媒は、前記金属酸化物類Ａとして、チタン系複合酸化物を用いた
触媒であることが、安定な構造を維持でき、水銀に対する高い耐性を発揮しうる点で好ま
しい。前記チタン系複合酸化物としては、ケイ素、ジルコニウム、アルミニウム、タング
ステンおよびモリブデンからなる群より選ばれる１種または２種とチタンとの二元系また
は三元系複合酸化物が好ましく、具体的には、例えば、Ti－Si、Ti－Zr、Ti－Al、Ti－W
、Ti－Mo等の二元系複合酸化物；Ti－Si－Mo、Ti－Si－W、Ti－Si－Zr、Ti－Si－Aｌ、Ti
－Zr－Al、Ti－Zr－Mo、Ti－Zr－W、Ti－Al－Mo、Ti－W－Mo等の三元系複合酸化物；等が
挙げられる。これらの中でも、Ti－Moの二元系複合酸化物や、Ti－Si－Mo、Ti－Zr－Mo、
、Ti－Al－Mo、Ti－W－Moのような三元系複合酸化物など、モリブデン（Ｍｏ）を必須と
する遷移金属とチタン（Ｔｉ）との二元系または三元系複合酸化物が、水銀ハロゲン化活
性がより高いことから、より好ましい。なお、ここで、複合酸化物とは、Ｘ線回折パター
ンにおいてＴｉＯ２以外の物質に帰属される明らかな固有のピークを示さず、ＴｉＯ２に
ついてはアナターゼ型酸化チタンに帰属される固有のピークを示さないか、もしくは示し
てもアナターゼ型酸化チタンの回折ピークよりもブロードな回折ピークを示すものを言う
。
【００２３】
　前記水銀ハロゲン化触媒における前記金属酸化物類Ａがチタン系複合酸化物である場合
、該チタン系複合酸化物における各元素の組成は、特に制限されるものではないが、例え
ば、チタン系複合酸化物に占めるチタン（Ｔｉ）以外の元素（Ｓｉ、Ｚｒ、Ａｌ、Ｗ、Ｍ
ｏなど）の含有量が、各元素の酸化物換算重量比で、それぞれ、０．５～３０重量％であ
ることが好ましく、１～３０重量％であることがより好ましく、１～２５重量％であるこ
とがさらに好ましい。
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　前記水銀ハロゲン化触媒における前記金属酸化物類Ａがチタン系複合酸化物である場合
、前記チタン系複合酸化物の調製方法としては、特に制限はなく、例えば、沈殿法（共沈
法）、沈着法、混練法などの従来公知の方法を採用することができる。例えば、Ｔｉ－Ｍ
ｏであれば、パラモリブデン酸アンモニウムやモリブデン酸等のモリブデン化合物をアン
モニア水溶液に分散させて水溶液（Ｂ）を得、この水溶液（Ｂ）に攪拌下でチタン化合物
の水溶液を徐々に滴下し、得られたスラリーを濾過、洗浄し、さらに乾燥した後、３００
～６００℃の高温で焼成することにより、得ることができる。また、例えば、Ｔｉ－Ｓｉ
－Ｍｏ、Ｔｉ－Ｚｒ－Ｍｏ、Ｔｉ－Ａｌ－Ｍｏ、Ｔｉ－Ｗ－Ｍｏであれば、前記水溶液（
Ｂ）に、さらにＳｉ、Ｚｒ、Ａｌ、Ｗなどの塩の水溶液を加え、得られた水溶液に攪拌下
でチタン化合物の水溶液を徐々に滴下し、得られたスラリーを濾過、洗浄し、さらに乾燥
した後、３００～６００℃の高温で焼成することにより、得ることができる。
【００２４】
　前記水銀ハロゲン化触媒における前記金属酸化物類Ａがチタン系複合酸化物である場合
、前記チタン系複合酸化物を調製する際に用いる各元素の供給源は、特に制限されない。
例えば、チタン（Ｔｉ）源としては、無機および有機のいずれの化合物も使用可能であり
、例えば、四塩化チタン、硫酸チタンなどの無機チタン化合物または蓚酸チタン、テトラ
イソプロピルチタネートなどの有機チタン化合物を用いることができる。ケイ素（Ｓｉ）
源としては、コロイド状シリカ、水ガラス、微粒子ケイ素、四塩化ケイ素、シリカゲルな
どの無機ケイ素化合物およびテトラエチルシリケートなどの有機ケイ素化合物から適宜選
択して使用することができる。ジルコニウム（Ｚｒ）源としては、例えば、塩化ジルコニ
ウム、硫酸ジルコニウムなどの無機系ジルコニウム化合物や、シュウ酸ジウコニウムなど
の有機系ジルコニウム化合物から適宜選択して使用することができる。アルミニウム（Ａ
ｌ）源としては、例えば、硝酸アルミニウム、硫酸アルミニウムなどの無機系アルミニウ
ム化合物や、酢酸アルミニウムなどの有機系アルミニウム化合物から適宜選択して使用す
ることができる。タングステン(Ｗ)源としては、例えば、酸化タングステン、パラタング
ステン酸アンモニウム、メタタングステン酸アンモニウム、タングステン酸などから適宜
選択して使用することができる。モリブデン（Ｍｏ）源としては、無機および有機のいず
れの化合物でもよく、例えば、モリブデンを含む酸化物、水酸化物、アンモニウム塩、ハ
ロゲン化物などから適宜用いることができ、具体的には、パラモリブデン酸アンモニウム
、モリブデン酸等が挙げられる。
【００２５】
　また、前記水銀ハロゲン化触媒は、前記活性種の中でも、バナジウム（Ｖ）を添加した
触媒であることが、水銀に対する耐性が高い点で、特に好ましい。
　前記水銀ハロゲン化触媒における前記バナジウム（Ｖ）の含有量は、特に限定されない
が、例えば、水銀ハロゲン化触媒の全重量に対し、酸化物換算重量比で、０．１～２５重
量％であることが好ましく、１～２０重量％であることがより好ましい。
　前記水銀ハロゲン化触媒が前記金属酸化物類Ａにバナジウム（Ｖ）を添加したものであ
る場合、バナジウム（Ｖ）を添加する方法としては、特に限定されず、例えば、前記金属
酸化物類Ａの粉末に、バナジウム源を含む水溶液を、一般にこの種の成形を行う際に用い
られる有機または無機の成形助剤とともに加え、混合、混錬しつつ加熱して水分を蒸発さ
せ、押出し可能なペースト状とし、これを押出し成形機でハニカム状等に成形した後、乾
燥し空気中にて高温（好ましくは２００～６００℃）で焼成する方法等が挙げられる。ま
た、別の方法として、前記金属酸化物類Ａの粉末を予め球状、円柱状のペレット、格子状
のハニカムなどの形に成形し、焼成した後、バナジウム源を含む水溶液を含浸させる方法
も採用することができる。また、前記金属酸化物類Ａの粉末を、バナジウム酸化物の粉体
と直接混練する方法で調製することもできる。
【００２６】
　前記水銀ハロゲン化触媒が前記金属酸化物類Ａにバナジウム（Ｖ）を添加したものであ
る場合、バナジウム源としては、特に制限されないが、例えば、バナジウム酸化物のほか
、焼成によってバナジウム酸化物を生成するものであれば、無機および有機のいずれの化
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合物も用いることができ、具体的には、バナジウムを含む水酸化物、アンモニウム塩、蓚
酸塩、ハロゲン化物、硫酸塩などを用いることができる。
　前記水銀ハロゲン化触媒の形状は、特に限定されるものではなく、ハニカム状、板状、
網状、円柱状、円筒状など所望の形状に成形して使用することができる。
　前記水銀ハロゲン化触媒の全細孔容積は、特に制限されないが、水銀圧入法により測定
される全細孔容積が、０．２０～０．８０ｃｍ３／ｇであることが好ましく、より好まし
くは０．２５～０．８０ｃｍ３／ｇ、さらに好ましくは０．２５～０．７０ｃｍ３／ｇで
あるのがよい。水銀ハロゲン化触媒の水銀圧入法により測定される全細孔容積が０．２０
ｃｍ３／ｇ未満であると、触媒内部へのガスの拡散が不充分になり、金属水銀をハロゲン
化水銀に変換する反応が効率よく進行させることができず、その結果、水銀の除去効率が
低下することになる。一方、水銀ハロゲン化触媒の全細孔容積が０．８０ｃｍ３／ｇを超
えると、触媒の機械的強度が低下して僅かな衝撃で形状がくずれやすく、触媒としての使
用に耐えないこととなる。
【００２７】
　前記水銀ハロゲン化触媒のＢＥＴ比表面積は、特に制限されないが、２０～４００ｍ２

／ｇであることが好ましく、より好ましくは３０～３５０ｍ２／ｇである。
　前記水銀ハロゲン化処理における処理温度、すなわち前記水銀ハロゲン化触媒の触媒温
度は、３００℃以下とすることが重要である。これにより、水銀ハロゲン化反応を効率よ
く進行させることができるのである。前記水銀ハロゲン化触媒の触媒温度は、好ましくは
６０～３００℃とすることが好ましく、より好ましくは１００～３００℃、さらに好まし
くは１００～２８０℃とするのがよい。
　前記水銀ハロゲン化処理における排ガスの空間速度は、特に制限されないが、１００～
９００００Ｈｒ－１が好ましく、より好ましくは２００～５００００Ｈｒ－１である。１
００Ｈｒ－１未満では、処理装置が大きくなりすぎるため非効率となり、一方、９０００
０Ｈｒ－１を超えると、ハロゲン化水銀への変換反応の効率が低下する。
【００２８】
　本発明の排ガス処理方法においては、前記水銀ハロゲン化処理で生じたハロゲン化水銀
を吸収液で捕捉することによって除去するようにすることが好ましい。ハロゲン化水銀は
、吸収液中に溶解させることが容易であり、吸収液に溶解させることで非ガス中から除去
することができる。前記吸収液としては、例えば、水、アルカリ水溶液（具体的には、炭
酸カルシウム水溶液、水酸化ナトリウム水溶液、炭酸ナトリウム水溶液など）等を用いれ
ばよい。
　本発明の排ガス処理方法においては、吸収液に吸収された水銀（ハロゲン化水銀）を回
収し、回収した水銀を資源として再利用することが好ましい。具体的には、例えば、ハロ
ゲン化水銀を吸収させたのちの吸収液を加熱して水銀蒸気を発生させ、これを急冷するこ
とにより、水銀を回収することができる。
【００２９】
　本発明の排ガス処理方法において、処理に供する排ガスは、少なくとも窒素酸化物およ
び金属水銀を含むものであるが、勿論、例えばハロゲン化水銀など、窒素酸化物および金
属水銀以外の成分（化合物）を含むものであってもよい。
　本発明の排ガス処理方法においては、処理に供する排ガス中の水銀（金属水銀およびハ
ロゲン化水銀）濃度は１００ｍｇ／ｍ３Ｎ以下であることが好ましく、５０ｍｇ／ｍ３Ｎ
以下であることがより好ましく、４０ｍｇ／ｍ３Ｎ以下であることがさらに好ましい。な
お、一般に、排ガス中に存在する除去対象物の濃度が低すぎると、除去効果が充分に認め
られないことがあるが、本発明の排ガス処理方法においては、１０μｇ／ｍ３Ｎ以下のよ
うな極めて低い水銀（金属水銀およびハロゲン化水銀）濃度であっても、充分に除去効果
を発揮することができる。
【実施例】
【００３０】
　以下に、実施例により、本発明をさらに具体的に説明するが、本発明はこれらにより何
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ら限定されるものではない。
　〔製造例１－１－脱硝触媒（１）の製造〕
　まず、Ｔｉ－Ｓｉ複合酸化物を次のように調製した。シリカゾル（「スノーテックス－
３０」日産化学社製、ＳｉＯ２換算３０ｗｔ％含有）１０ｋｇ、工業用アンモニア水（２
５ｗｔ％ＮＨ３含有）１０４ｋｇ、および水７３リットルを混合し、均一溶液を調製した
。この溶液に、硫酸チタニルの硫酸溶液（テイカ社製：ＴｉＯ２として７０ｇ／リットル
、Ｈ２ＳＯ４として２８７ｇ／リットル含有）２４３リットルを撹拌しながら徐々に滴下
した。得られたスラリーを２０時間静置したのち、濾過し、水で充分洗浄した後、続いて
１５０℃で１時間乾燥した。さらに、空気雰囲気下、５５０℃で５時間焼成し、Ｔｉ－Ｓ
ｉ複合酸化物粉体を得た。該Ｔｉ－Ｓｉ複合酸化物粉体の組成は、酸化物換算重量比で、
チタン酸化物：ケイ素酸化物＝８５：１５であった。
【００３１】
　次いで、上記Ｔｉ－Ｓｉ複合酸化物にバナジウムとタングステンを次のようにして添加
した。８リットルの水に、メタバナジン酸アンモニウム１．２９ｋｇ、パラタングステン
酸アンモニウム１．１２ｋｇ、シュウ酸１．６７ｋｇ、およびモノエタノールアミン０．
８５ｋｇを混合して溶解させ、均一なバナジウムおよびタングステン含有溶液を調製した
。上記で得られたＴｉ－Ｓｉ複合酸化物粉体１８ｋｇをニーダーに投入後、有機バインダ
ー（デンプン１．５ｋｇ）を含む成形助材とともに上記バナジウムおよびタングステン含
有溶液全量を加え、よく攪拌した。さらに適量の水を加えつつブレンダーでよく混合した
後、連続ニーダーで充分混練りし、ハニカム状に押し出し成形した。得られた成形物を６
０℃で乾燥後、４５０℃で５時間焼成して、脱硝触媒（１）を得た。
【００３２】
　得られた脱硝触媒（１）の組成は、酸化物換算重量比で、Ｔｉ－Ｓｉ複合酸化物：バナ
ジウム酸化物：タングステン酸化物＝９０：５：５（酸化物換算重量比で、チタン酸化物
：ケイ素酸化物：バナジウム酸化物：タングステン酸化物＝７６．５：１３．５：５：５
）であり、水銀圧入法により測定した全細孔容積は０．４５ｃｍ３／ｇであった。
　なお、脱硝触媒（１）のＸ線回折パターンを図１に示す。図１において、ＴｉＯ２以外
の物質に帰属される明らかな固有のピークは認められず、かつ、アナターゼ型酸化チタン
に帰属されるブロードなピークが認められることから、脱硝触媒（１）は複合酸化物であ
ることが確認できた。参考として、ＴｉＯ２のＸ線回折パターンを図７に示す（なお、以
下の製造例でも該図７を参考とする）。
【００３３】
　〔製造例１－２－脱硝触媒（２）の製造〕
　製造例１－１と同様にしてＴｉ－Ｓｉ複合酸化物を得たのち、パラタングステン酸アン
モニウム１．１２ｋｇの代わりにパラモリブデン酸アンモニウム１．２３ｋｇを用いたこ
と以外は製造例１－１と同様にして、Ｔｉ－Ｓｉ複合酸化物にバナジウムとモリブデンを
添加した脱硝触媒（２）を得た。
　得られた脱硝触媒（２）の組成は、酸化物換算重量比で、Ｔｉ－Ｓｉ複合酸化物：バナ
ジウム酸化物：モリブデン酸化物＝９０：５：５（酸化物換算重量比で、チタン酸化物：
ケイ素酸化物：バナジウム酸化物：モリブデン酸化物＝７６．５：１３．５：５：５）で
あり、水銀圧入法により測定した全細孔容積は０．４４ｃｍ３／ｇであった。
【００３４】
　なお、脱硝触媒（２）のＸ線回折パターンを図２に示す。図２において、ＴｉＯ２以外
の物質に帰属される明らかな固有のピークは認められず、かつ、アナターゼ型酸化チタン
に帰属されるブロードなピークが認められることから、脱硝触媒（２）は複合酸化物であ
ることが確認できた。
　〔製造例１－３－脱硝触媒（３）の製造〕
　市販のチタン酸化物粉体にバナジウムとタングステンを次のようにして添加した。８リ
ットルの水に、メタバナジン酸アンモニウム１．２９ｋｇ、パラタングステン酸アンモニ
ウム１．１２ｋｇ、シュウ酸１．６７ｋｇ、およびモノエタノールアミン０．８５ｋｇを
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混合して溶解させ、均一なバナジウムおよびタングステン含有溶液を調製した。市販のチ
タン酸化物粉体（「ＤＴ－５１」ミレニアム社製）１８ｋｇをニーダーに投入後、有機バ
インダー（デンプン１．５ｋｇ）を含む成形助材とともに上記バナジウムおよびタングス
テン含有溶液全量を加え、よく攪拌した。さらに適量の水を加えつつブレンダーでよく混
合した後、連続ニーダーで充分混練りし、ハニカム状に押し出し成形した。得られた成形
物を６０℃で乾燥後、４５０℃で５時間焼成して、脱硝触媒（３）を得た。
【００３５】
　得られた脱硝触媒（３）の組成は、酸化物換算重量比で、チタン酸化物：バナジウム酸
化物：タングステン酸化物＝９０：５：５）であり、水銀圧入法により測定した全細孔容
積は０．１３ｃｍ３／ｇであった。
　なお、脱硝触媒（３）のＸ線回折パターンを図３に示す。図３において、ＴｉＯ２以外
の物質に帰属される明らかな固有のピークは認められず、かつ、アナターゼ型酸化チタン
に帰属されるシャープなピークが認められることから、脱硝触媒（３）はチタン単一酸化
物を主とするものであることが確認できた。
　〔製造例２－１－水銀ハロゲン化触媒（１）の製造〕
　まず、Ｔｉ－Ｗ複合酸化物を次のように調製した。工業用アンモニア水（２５ｗｔ％Ｎ
Ｈ３含有）１９０ｋｇおよび水１４０リットルの混合溶液に、メタタングステン酸アンモ
ニウム水溶液（日本無機化学工業（株）製：ＷＯ３として５０ｗｔ％含有）２０ｋｇを加
えてよく攪拌し、均一溶液を調製した。この溶液に、硫酸チタニルの硫酸溶液（テイカ社
製：ＴｉＯ２として７０ｇ／リットル、Ｈ２ＳＯ４として２８７ｇ／リットル含有）５７
１リットルを攪拌しながら徐々に滴下し、沈殿を生成させた後、適量のアンモニア水を加
えてｐＨを４に調整した。この共沈スラリーを約４０時間静置したのち、濾過し、水で充
分洗浄した後、１５０℃で１時間乾燥させた。さらに、空気雰囲気下、５００℃で５時間
焼成し、Ｔｉ－Ｗ複合酸化物粉体を得た。該Ｔｉ－Ｗ複合酸化物粉体の組成は、酸化物換
算重量比で、チタン酸化物：タングステン酸化物＝８０：２０であった。
 
【００３６】
　次いで、上記Ｔｉ－Ｗ複合酸化物にバナジウムを次のようにして添加した。８リットル
の水に、メタバナジン酸アンモニウム１．２９ｋｇ、シュウ酸１．６７ｋｇ、およびモノ
エタノールアミン０．４ｋｇを混合して溶解させ、均一なバナジウム含有溶液を調製した
。上記で得られたＴｉ－Ｗ複合酸化物粉体１９ｋｇをニーダーに投入後、有機バインダー
（デンプン１．５ｋｇ）を含む成形助材とともに上記バナジウム含有溶液全量を加え、よ
く攪拌した。さらに適量の水を加えつつブレンダーでよく混合した後、連続ニーダーで充
分混練りし、ハニカム状に押し出し成形した。得られた成形物を６０℃で乾燥後、４５０
℃で５時間焼成して、水銀ハロゲン化触媒（１）を得た。
【００３７】
　得られた水銀ハロゲン化触媒（１）の組成は、酸化物換算重量比で、Ｔｉ－Ｗ複合酸化
物：バナジウム酸化物＝９５：５（酸化物換算重量比で、チタン酸化物：タングステン酸
化物：バナジウム酸化物＝７６：１９：５）であった。
　なお、水銀ハロゲン化触媒（１）のＸ線回折パターンを図４に示す。図４において、Ｔ
ｉＯ２以外の物質に帰属される明らかな固有のピークは認められず、かつ、アナターゼ型
酸化チタンに帰属されるブロードなピークが認められることから、水銀ハロゲン化触媒（
１）は複合酸化物であることが確認できた。
　〔製造例２－２－水銀ハロゲン化触媒（２）の製造〕
　まず、Ｔｉ－Ｓｉ－Ｍｏ複合酸化物を次のように調製した。シリカゾル（「スノーテッ
クス－３０」日産化学社製、ＳｉＯ２換算３０ｗｔ％含有）３．３ｋｇ、工業用アンモニ
ア水（２５ｗｔ％ＮＨ３含有）１０３ｋｇ、および水５８リットルの混合溶液に、モリブ
デン酸３．４ｋｇを加えてよく攪拌し、均一溶液を調製した。この溶液に、硫酸チタニル
の硫酸溶液（テイカ社製：ＴｉＯ２として７０ｇ／リットル、Ｈ２ＳＯ４として２８７ｇ
／リットル含有）２２８リットルを攪拌しながら徐々に滴下し、沈殿を生成させた後、適
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量のアンモニア水を加えてｐＨを４に調整した。この共沈スラリーを約４０時間静置した
のち、濾過し、水で充分洗浄した後、１００℃で１時間乾燥させた。さらに、空気雰囲気
下、５００℃で５時間焼成し、Ｔｉ－Ｓｉ－Ｍｏ複合酸化物粉体を得た。該Ｔｉ－Ｓｉ－
Ｍｏ複合酸化物粉体の組成は、酸化物換算重量比で、チタン酸化物：ケイ素酸化物：モリ
ブデン酸化物＝８０：５：１５であった。
【００３８】
　次いで、上記Ｔｉ－Ｓｉ－Ｍｏ複合酸化物にバナジウムを次のようにして添加した。８
リットルの水に、メタバナジン酸アンモニウム１．２９ｋｇ、シュウ酸１．６７ｋｇ、お
よびモノエタノールアミン０．４ｋｇを混合して溶解させ、均一なバナジウム含有溶液を
調製した。上記で得られたＴｉ－Ｓｉ－Ｍｏ複合酸化物粉体１９ｋｇをニーダーに投入後
、有機バインダー（デンプン１．５ｋｇ）を含む成形助材とともに上記バナジウム含有溶
液全量を加え、よく攪拌した。さらに適量の水を加えつつブレンダーでよく混合した後、
連続ニーダーで充分混練りし、ハニカム状に押し出し成形した。得られた成形物を６０℃
で乾燥後、４５０℃で５時間焼成して、水銀ハロゲン化触媒（２）を得た。
【００３９】
　得られた水銀ハロゲン化触媒（２）の組成は、酸化物換算重量比で、Ｔｉ－Ｓｉ－Ｍｏ
複合酸化物：バナジウム酸化物＝９５：５（酸化物換算重量比で、チタン酸化物：ケイ素
酸化物：モリブデン酸化物：バナジウム酸化物＝７６：４．８：１４．２：５）であった
。
　なお、水銀ハロゲン化触媒（２）のＸ線回折パターンを図５に示す。図５において、Ｔ
ｉＯ２以外の物質に帰属される明らかな固有のピークは認められず、かつ、アナターゼ型
酸化チタンに帰属されるブロードなピークが認められることから、水銀ハロゲン化触媒（
２）は複合酸化物であることが確認できた。
【００４０】
　〔製造例２－３－水銀ハロゲン化触媒（３）の製造〕
　まず、Ｔｉ－Ｓｉ複合酸化物を次のように調製した。シリカゾル（「スノーテックス－
３０」日産化学社製、ＳｉＯ２換算３０ｗｔ％含有）６．７ｋｇ、工業用アンモニア水（
２５ｗｔ％ＮＨ３含有）１１０ｋｇ、および水７０リットルを混合し、均一溶液を調製し
た。この溶液に、硫酸チタニルの硫酸溶液（テイカ社製：ＴｉＯ２として７０ｇ／リット
ル、Ｈ２ＳＯ４として２８７ｇ／リットル含有）２５７リットルを撹拌しながら徐々に滴
下した。得られたスラリーを２０時間静置したのち、濾過し、水で充分洗浄した後、続い
て１００℃で１時間乾燥した。さらに、空気雰囲気下、５００℃で５時間焼成し、Ｔｉ－
Ｓｉ複合酸化物粉体を得た。該Ｔｉ－Ｓｉ複合酸化物粉体の組成は、酸化物換算重量比で
、チタン酸化物：ケイ素酸化物＝９０：１０であった。
【００４１】
　次いで、上記Ｔｉ－Ｓｉ複合酸化物にバナジウムを次のようにして添加した。８リット
ルの水に、メタバナジン酸アンモニウム１．２９ｋｇ、シュウ酸１．６７ｋｇ、およびモ
ノエタノールアミン０．４ｋｇを混合して溶解させ、均一なバナジウム含有溶液を調製し
た。上記で得られたＴｉ－Ｓｉ複合酸化物粉体１９ｋｇをニーダーに投入後、有機バイン
ダー（デンプン１．５ｋｇ）を含む成形助材とともに上記バナジウム含有溶液全量を加え
、よく攪拌した。さらに適量の水を加えつつブレンダーでよく混合した後、連続ニーダー
で充分混練りし、ハニカム状に押し出し成形した。得られた成形物を６０℃で乾燥後、５
００℃で５時間焼成して、水銀ハロゲン化触媒（３）を得た。
【００４２】
　得られた水銀ハロゲン化触媒（３）の組成は、酸化物換算重量比で、Ｔｉ－Ｓｉ複合酸
化物：バナジウム酸化物＝９５：５（酸化物換算重量比で、チタン酸化物：ケイ素酸化物
：バナジウム酸化物＝８５．５：９．５：５）であった。
　なお、水銀ハロゲン化触媒（３）のＸ線回折パターンを図６に示す。図６において、Ｔ
ｉＯ２以外の物質に帰属される明らかな固有のピークは認められず、かつ、アナターゼ型
酸化チタンに帰属されるブロードなピークが認められることから、水銀ハロゲン化触媒（
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　〔実施例１、参考例１〕
　図８に示す排ガス処理システムにて、表１に示す水銀ハロゲン化触媒および脱硝触媒を
それぞれ表１に示す触媒温度で用い、下記ガス組成の模擬排ガスを処理した。なお、処理
に際しては、水銀ハロゲン化装置における空間速度は３０００Ｈｒ－１とし、脱硝装置に
おける空間速度は１９０００Ｈｒ－１とした。
【００４３】
　［ガス組成］
ＮＯｘ：１００ｐｐｍ
ＮＨ３：１００ｐｐｍ
ＨＣｌ：５ｐｐｍ
Ｈｇ：３０μｇ／ｍ３Ｎ（内、金属水銀（Ｈｇ０）は１８μｇ／ｍ３Ｎ）
Ｏ２：９％
Ｈ２Ｏ：１０％
　詳しくは、まず、排ガス容器１に入れた模擬排ガスを、脱硝装置２に導き、該装置にて
窒素酸化物を処理した。このとき、脱硝装置２中の脱硝触媒の温度は、温度制御装置３ａ
によって制御した。次いで、模擬排ガスを脱硝装置２から水銀ハロゲン化触媒を備えた水
銀ハロゲン化装置４に導き、該装置にて金属水銀をハロゲン化水銀に変換させた。このと
き、水銀ハロゲン化装置４中の水銀ハロゲン化触媒の温度は、温度制御装置３ｂによって
制御した。次いで、水銀ハロゲン化装置４を通った模擬排ガスを、吸収瓶５中の吸収液（
３％炭酸カルシウム水溶液）６の中に導き、模擬排ガス中のハロゲン化水銀を吸収液に吸
収させた。その後、模擬排ガスを吸収瓶５から回収瓶７に導き、回収した。
【００４４】
　そして、処理を開始して１０時間後および５００時間後に、排ガス容器１と脱硝装置２
の間に設けたガスサンプリング口８ａから採取した処理前のガスａと、吸収瓶５と回収瓶
７の間に設けたガスサンプリング口８ｂから採取した処理前のガスｂとについて、それぞ
れに含まれるＮＯｘ濃度およびＨｇ濃度（Ｈｇ０およびＨｇＣｌ２）を測定し、下記式に
従って脱硝率および水銀除去率を求めた。結果を表１に示す。
　＜脱硝率＞
脱硝率（％）＝{（ガスａのＮＯｘ濃度）－（ガスｂのＮＯｘ濃度）}÷（ガスａのＮＯｘ
濃度）×１００
　＜水銀除去率＞
水銀除去率(％)＝{（ガスａのＨｇ濃度）－（ガスｂのＨｇ濃度）}÷（ガスａのＨｇ濃度
）×１００
　〔比較例１～３〕
　実施例１、参考例１と同様の排ガス処理システムにて、表１に示す水銀ハロゲン化触媒
および脱硝触媒をそれぞれ表１に示す触媒温度で用い、実施例１、参考例１と同様の模擬
排ガスを処理した。なお、処理に際し、水銀ハロゲン化装置における空間速度および脱硝
装置における空間速度は実施例１、参考例１と同様とした。そして、実施例１、参考例１
と同様に脱硝率および水銀除去率を求めた。結果を表１に示す。
【００４５】
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【表１】

 
【産業上の利用可能性】
【００４６】
　本発明にかかる排ガス処理方法は、例えば、ボイラ、焼却炉、ガスタービン、ディーゼ
ルエンジンおよび各種工業プロセスから排出される各種排ガスの処理に適用することがで
きる。
【図面の簡単な説明】
【００４７】
【図１】脱硝触媒（１）のＸ線回折パターンである。
【図２】脱硝触媒（２）のＸ線回折パターンである。
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【図３】脱硝触媒（３）のＸ線回折パターンである。
【図４】水銀ハロゲン化触媒（１）のＸ線回折パターンである。
【図５】水銀ハロゲン化触媒（２）のＸ線回折パターンである。
【図６】水銀ハロゲン化触媒（３）のＸ線回折パターンである。
【図７】ＴｉＯ２のＸ線回折パターンである。
【図８】実施例において用いた排ガス処理システムの模式図である。
【符号の説明】
【００４８】
１　　排ガス容器
２　　脱硝装置
３　　温度制御装置
４　　水銀ハロゲン化装置
５　　吸収瓶
６　　吸収液
７　　回収瓶
８　　ガスサンプリング口

【図１】 【図２】
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【図５】 【図６】
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